
　 犯罪被害者等給付金の支給裁定申請は、 犯罪行為による死亡、 重傷

病又は障害の発生を知った日から 2年を経過したとき又は当該死亡、

重傷病又は障害が発生した日から 7年を経過したときはできません。

　 ただし、 当該犯罪行為の加害者により 身体の自由を不当に拘束されてい

たことなどのやむを得ない理由により 、 この期間内に申請できなかったとき

は、その理由のやんだ日から 6か月以内に限り 、申請をすることができます。


